
○美咲町普通財産一般競争入札売払事務処理要綱 

平成２６年５月３０日 

告示第４８号 

（目的等） 

第１条 この要綱は、町の普通財産の有効活用の一つとして、公用又は公共の用に供

する予定のない普通財産の土地等を売り払うことを目的に、一般競争入札（以下「入

札」という。）により処理するため必要な事項を定めるものとする。 

２ 普通財産の売払いに当たっては、美咲町普通財産処分事務取扱要綱（平成２６年

美咲町告示第４７号。以下「要綱」という。）第４条本文に規定する一般競争入札

の方法について定めるものとする。 

（入札参加者の資格） 

第２条 入札に参加する者に必要な資格は、要綱第８条の規定に該当しない個人又は

法人とする。 

（周知の方法） 

第３条 入札に付する普通財産の土地等（以下「入札物件」という。）に関し、入札

日の概ね１月前に次に掲げる事項を公告（様式第１号）するものとする。 

（１） 入札物件に関する事項 

（２） 入札に参加しようとする者に必要な資格 

（３） 契約に関する事項 

（４） 入札日時並びに入札及び開札の場所 

（５） 入札保証金に関する事項 

（６） 無効入札に関する事項 

（７） 予定価格に関する事項 

（８） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

２ 町長は、前項の公告のほか、必要があると認めるときは、当該公告の内容を町の

ホームページ等に掲載し、又は入札物件の現地に立看板を掲示して、周知を図るも

のとする。 

（入札参加申込） 

第４条 入札に参加しようとする者は、町長が定め、公告する受付期間内に、普通財

産一般競争入札参加申込書（様式第３号。以下「申込書」という。）に必要事項を

記載し、添付書類の各種証明書を添えて、直接持参又は郵送により申し込まなけれ

ばならない。 

２ 町長は、前項に定める申込書の提出がなされたときは審査を行い、適当と認めた

者（以下「入札者」という。）に入札参加受付書（様式第５号）を交付するものと

する。 

（現地説明会） 

第５条 町長は、必要に応じて入札者に現地説明会を実施することができるものとす

る。 



（入札保証金） 

第６条 入札者は、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を入札保証金納入書（様

式第６号）に金額を記載し、入札開始前に納めなければならない。 

２ 町長は、前項の入札保証金を受領したときは、入札保証金受領証書（様式第６号）

を交付するものとする。 

３ 開札が完了した後落札者の入札保証金は契約保証金に充当するものとし、落札者

以外の入札保証金は返還するものとする。なお、いずれの場合にも利息は付さない

ものとする。 

（予定価格） 

第７条 予定価格の設定に当たっては、要綱第６条第１項の規定により決定した売払

価格をもとに、普通財産一般競争入札予定価格書（様式第７号。以下「予定価格書」

という。）により町長が定める。 

（予定価格の開示） 

第８条 予定価格は、第３条に規定する周知の方法により、開示を行うことができる

ものとする。 

（入札） 

第９条 入札は、第３条の規定により公告した日時及び場所において行う。 

２ 入札者は、入札書（様式第８号）に必要な事項を記載し、本人又は代理人が、入

札箱に投入しなければならない。 

３ 代理人が入札又は開札に参加しようとするときは、委任状（様式第９号）を町長

に提出しなければならない。 

４ 入札者は、入札箱に投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができ

ない。 

５ 入札者は、入札に当たっては、入札執行者の指示に従わなければならない。 

（開札） 

第１０条 町長は、第３条の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後

直ちに、入札者を立ち会わせて開札しなければならない。入札者が立ち会わないと

きは、当該入札事務に関係のない町職員を立ち合わせなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による入札の開札結果を入札執行表（様式第１０号）に記載

するものとする。 

（落札者の決定） 

第１１条 開札の結果予定価格書に記載されている価格以上で、かつ、最高の価格の

入札者を落札者として決定するものとする。ただし、落札者となる同価の入札者が

２人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定しなければならない。 

２ 前項ただし書の場合において、当該入札者のうち、入札に立ち会っていない者が

あるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない町職員にくじを引かせるこ

とができる。 

３ 町長は、落札者がその権利を放棄したときは、次点者を落札者とすることができ



る。 

４ 町長は、前各項の規定により落札者が決まったときは、遅滞なくその旨を普通財

産一般競争入札落札決定通知書（様式第１１号）により、落札者に通知しなければ

ならない。 

（再度の入札） 

第１２条 町長は、第１０条の規定により開札した場合において、前条第１項で規定

する落札者が決定しないときは、入札の条件を変更せず、その場で直ちに２回を限

度とし、再度の入札に付すことができるものとする。 

２ 再度の入札に参加することができる者は、初めの入札に参加した者のうち、当該

入札が無効とされなかった者とする。 

３ 再度の入札に対する入札保証金は、第６条第１項の入札保証金をもって入札保証

金の納付があったものとみなすことができるものとする。 

４ 第８条により予定価格を開示した場合は、再度の入札は執行しないものとする。 

（入札の無効） 

第１３条 美咲町財務規則（平成１７年美咲町規則第４３号）第９８条第１項各号に

規定する事項及び、次に掲げる入札は無効とする。 

（１） 申込書（入札参加者が代理人である場合は、委任状を添付すること）を提

出していない者の入札 

（２） 入札書に記載した金額が訂正してあるもの 

（３） 入札に当たり他人を脅迫し、その他不正の行為があった者の入札 

（４） 第３条に規定する公告又はこの要綱に違反した入札 

（５） 酒気をおびて入場した者の入札 

（６） 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札 

（７） 入札に関し、町の担当職員の指示に従わなかった者の入札 

（８） 第３条の規定により公告した事項で、特に指定した事項に違反した入札 

（入札保証金の没収） 

第１４条 入札に関し不正の行為があったときは、第６条第１項の入札保証金は、本

町に帰属する。 

（契約の締結） 

第１５条 落札者は、第１１条第４項に規定する通知を受けた日から５日以内に売買

契約（様式第１２号）を締結しなければならない。 

（補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２６年８月１８日告示第７１号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年１０月３日告示第７４号） 



この告示は、公布の日から施行し、平成３０年１０月１日から適用する。 

附 則（平成３１年３月３１日告示第２９―２号） 

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年９月８日訓令第４４号） 

この訓令は、告示の日から施行する。 

附 則（令和４年３月３０日訓令第２２号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

 



 



 













 

























様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第４条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

様式第７号（第７条関係） 

様式第８号（第９条関係） 

様式第９号（第９条関係） 

様式第１０号（第１０条関係） 

様式第１１号（第１１条関係） 

様式第１２号（第１５条関係） 

 


